
「高圧ガス製造保安責任者免状・販売主任者
免状」及び「液化石油ガス設備士免状」の
交付等に係る手数料の支払方法について

免状の交付・再交付・書換え申請に係る申請手数料は、
「記入式納付書」での支払いとなります※。

※新潟県収入証紙は令和７年３月末をもって廃止されました。

【手数料に関するお問い合わせ先】
新潟県防災局消防課高圧ガス保安係（TEL：025-282-1666）
【申請書の提出先】
高圧ガス保安協会 試験・教育事業部門（TEL：03-3436-6102）
〒105-8447 東京都港区虎ノ門４-３-１３ ヒューリック神谷町ビル

対象となる免状の種類

●高圧ガス製造保安責任者免状（新規交付、再交付）
（乙種化学責任者免状、乙種機械責任者免状、丙種化学（液化石油ガス）責任者免状、丙種化学
（特別試験科目）責任者免状、第二種冷凍機械責任者免状、第三種冷凍機械責任者免状）

●高圧ガス販売主任者免状（新規交付、再交付）
（第一種販売主任者免状、第二種販売主任者免状）

●液化石油ガス設備士免状（新規交付、再交付、書換え）

手続きの流れ（裏面も必ずご覧ください。）

１．納付書に「氏名」、「電話番号」を記入してください。
（４か所あります。すべてに記入してください。）

２．記入した納付書を金融機関の窓口にお持ちいただき、手数料
をお支払いください。（利用できる金融機関は下記QRコード、URLま
たは裏面を参照願います。なお、自動振込機器等でのお支払いはできませ
ん。）

３．金融機関で納付後、「領収書」と「納付済証」が返却されま
す。（納付済証の再発行はできません。
紛失しないようにご注意ください。）

利用可能金融機関一覧
（県HP（下記URL）に移動します。）
https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/
suitoukanri/1356773325235.html

４．ご自身で「領収書」と「納付済
証」の間をお切りください。

５．返却された「納付済証」を申請書
に貼付し、高圧ガス保安協会に郵
送等でご提出ください。



領収書
（各自保管）

納付済証
（貼付、提出）

（注意）
こちらに印字されて
いる年度内（4月1日
～翌年3月31日）に
納付してください。
納付後は速やかに
申請してください。

（例）
年度欄が「08」と
なっている場合は令
和８年度（令和８年
４月１日～令和９年
３月31日）内で使用
可能です。

図 記入式納付書の例

氏名、電話番号を記入

金融機関名 取扱店舗

第四北越銀行 全ての店舗

大光銀行 全ての店舗

みずほ銀行 新潟支店

三井住友銀行 新潟支店

三菱UFJ銀行 日本国内に所在する全店舗

秋田銀行 新潟支店

きらやか銀行 新潟支店、村上支店、新発田西支店、新発田支店、豊栄支店

東邦銀行 新潟支店

北陸銀行 新潟支店

富山第一銀行 長岡支店、直江津支店、糸魚川支店

【銀行】

【信用金庫】
村上、新発田、新潟、三条、加茂、長岡、柏崎、新井、上越

【信用組合】
新潟縣、興栄、はばたき、巻、新潟大栄、協栄、ゆきぐに、糸魚川、横浜幸銀（新潟支店）

【農業協同組合】
北新潟、新潟市、新潟かがやき、佐渡、えちご中越、魚沼、みなみ魚沼、えちご上越

【その他の金融機関】
新潟県信用農業協同組合連合会 本店、東日本信用漁業協同組合連合会 新潟支店、
新潟県労働金庫 全ての店舗

※上記以外の金融機関でも取り扱ってもらえるところがありますが、手数料を徴収されることがありますのでご注意ください。
※上記に挙げた金融機関は令和８年２月２７日時点のものです。最新情報は県HPをご確認ください（表面参照）。

納付書が利用できる金融機関（令和８年２月２７日現在）
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